
学 力 の 基 礎 を
き た え ど の 子 も
伸 ば す 研 究 会

8 月 5 日 ・ 6 日

エ ル お お さ か

「 確 か な 学 力 と 平 和 な 未 来 を す べ て の 子 ど も た ち に 」

 記 念 講 演 　 白 石 範 孝 氏 「 イ メ ー ジ と 感 覚 だ け の 授 業
か ら 『 考 え る 国 語 授 業 』 へ 」

参 加 費 6 0 0 0 円

h t t p :/ / g a k u r yo k u .in f o /

学 校 体 育 研 究 同 志 会
8 月 5 日 ～ 7 日
山 梨 県 笛 吹 市

「 す べ て の 子 ど も た ち に 豊 か な 運 動 文 化 と 生 き る 力 を
～ 主 権 者 を 育 て る 体 育 ・ 健 康 教 育 を 実 践 し ま し ょ う ～ 」

参 加 費  3 日 間 9 0 0 0 円
           2 日 間 7 0 0 0 円

℡ ０ ９ ０ - ５ ４ ０ ５ - ６ ９ ７ ９

日 本 作 文 の 会
7 月 2 8 日 ～ 3 0 日

福 島 市

「 す べ て の 子 ど も に 根 ざ し た 表 現 と 生 き る 力 を 」

記 念 講 演 ： 大 石 芳 野 氏 「 福 島 ～ レ ン ズ を 通 し て
考 え る こ と ～ 」

参 加 費 5 0 0 0 円
℡ ０ ３ － ３ ８ １ ２ － １ ４ ９ ３

文 芸 教 育 研 究 協 議 会
7 月 2 9 日 ・ 3 0 日
神 戸 芸 術 劇 場 ・

神 戸 市 勤 労 会 館

「 美 と 真 実 を 求 め て ～ 認 識 と 表 現 の 力 を 育 て る 国 語 教
育 の 創 造 ～ 」 　 記 念 講 演 ： あ ま ん き み こ 氏 　 　 狂 言 舞

台 ： 義 竹 忠 亮 氏 　 　 詩 の 公 開 授 業 な ど

参 加 費 6 0 0 0 円
℡ ０ ９ ０ - ７ ８ ８ ０ - ９ ６ ２ ３

申 し 込 み ： Ｈ Ｐ か ら

音 楽 教 育 の 会

7 月 2 8 日 ～ 3 0 日

福 知 山 市 三 段 池
体 育 館

「 今 を 拓 く希 望 の 歌 」
共 同 研 究 者 ： 志 村 泉 、 寺 嶋 陸 也

参 加 費 8 0 0 0 円
℡ ０ ７ ７ １ － ２ ３ － ９ ９ ０ ７

教 育 科 学 研 究 会
8 月 1 0 日 ～ 1 2 日

近 江 八 幡 ｳ ﾞｫ ｰ ﾘ ｽ 学
園 近 江 兄 弟 社 高 校

「 不 安 と 不 自 由 を こ え る 風 ～ こ ん な 子 育 て ・ 教 育 ど う

で し ょ う 。 ～ 」 　 講 演 ： 土 佐 い く子 氏 　 　 教 育 フ ォ ー ラ ム ：
子 ど も 理 解 と 生 活 世 界 、 い じ め 指 導 の 方 向 転 換 、 道 徳

教 科 書 検 定 問 題 　 な ど

参 加 費 5 0 0 0 円

℡ ０ ３ － ３ ２ ３ ６ － ０ ６ ２ ２
(火 ・ 金 　 1 3  ～ 1 7 時 )

全 国 障 害 者 問 題
研 究 会

8 月 5 日 ・ 6 日
宝 山 ホ ー ル 、

鹿 児 島 大 学 ほ か

「 ネ ク ス ト ５ ０ 　 発 達 保 障 の バ ト ン を つ な い で 」 　 　 記 念
講 演 ： ひ と り 芝 居 「 憲 法 くん 」 　 　 特 別 分 科 会 「 災 害 と 障

害 者 」 「 職 種 を こ え た 実 践 、 連 携 の あ り 方 」 な ど

参 加 費 6 0 0 0 円
℡ ０ ３ － ５ ２ ８ ５ － ２ ６ ０ １

日 本 民 教 連     ２ ０ １ ７ 年    夏 季   全 国 集 会

一
般
的
に
「
自
宅
研
修
」
と

か
「
宅
研
」
と
呼
ば
れ
た
制
度

で
す
が
、
教
育
公
務
員
特
例
法

第
22
条(

制
定
時
は

20
条
）
で

は
、
「
勤
務
場
所
を
離
れ
て
の

研
修
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
本
属
長
（
校
長
）
の

承
認
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
教

委
や
校
長
は
「
承
認
研
修
」
と

呼
び
か
え
ま
し
た
が
、
制
度
が
変

わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
に
府
教
委
通
達
で
も
「
自

宅
に
お
け
る
研
修
」
の
承
認
を

明
記
し
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然

「
自
宅
研
修
」
は
存
在
し
ま
す
。

府
教
委
通
達
で
も
、
研
修
内

容
は
「
特
例
法
の
趣
旨
に
沿
っ

た
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ

る
研
修
」
と
さ
れ
、
「
個
人
で

行
う
自
主
研
修
」
「
自
主
的
な

研
究
会
」
等
を
含
む
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大

教
組
と
の
間
で
も
「
そ
の
内
容

は
幅
広
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
「
研
修
届
」
で
分
類

さ
れ
る
「
教
科
指
導
」
「
校
務

分
掌
」
「
そ
の
他
（
教
員
と
し

て
の
教
養
を
深
め
る
も
の
）
」

に
合
致
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、

校
長
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
「
承
認
・
不
承
認
と

い
っ
た
校
長
裁
量
に
よ
る
判
断
」

が
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
書
類
（
計

画
書
・
承
認
願
・
報
告
書
）
に

つ
い
て
は
、
地
教
委
ま
た
は
校

長
会
と
職
員
団
体
（
泉
北
教
組

な
ど
）
が
協
議
し
た
書
式
を
参

考
に
、
各
学
校
が
決
定
し
て
い

ま
す
。

「
研
修
権
」
の
問
題
は
、
勤

務
労
働
条
件
に
関
わ
る
問
題
で

す
か
ら
、
労
使
の
協
議
事
項
と

な
り
ま
す
。

こ
の
確
認
に
反
す
る
問
題
が

生
じ
た
ら
、
泉
北
教
組
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
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子どもと学校を追い詰める「新学習指導要領」は撤回。｢チャレンジテスト」は廃止。

月々600円で、退職時全額返金の

総合共済へ
うれしい給付がいっぱい
結婚 １万円 出産 ５千円
結婚記念日 ２万円 など

教育公務員特例法（教特法）抜粋
第21条

１ 教育公務員は、その職責を遂行するために、

絶えず研究と修養に努めなければならない。

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研

修について、それに要する施設、研修を奨励す

るための方途その他研修に関する計画を樹立し、

その実施に努めなければならない。

第22条

１ 教育公務員には、研修を受ける機会が与え

られなければならない。

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の

承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うこ

とができる。

３ 教育公務員は、任免権者の定めるところに

より、現職のままで、長期にわたる研修を受け

ることができる。

も う す ぐ
夏 休 み


